
保険金をお支払いしない主な場合
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです（6ページ参照）。

保険申込書に明記された特定の貴金属等（家財明記物件）に生じた損害を補償します。

家財明記物件特約
家財を保険の対象に含む場合にセットできます。

保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払いしない主な場合
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。ただし「●建物が所在する敷地外にある家財に生じた事故による損害」は除きます（6ページ参照）。

自宅外家財（4つの補償＋破損汚損）特約

外出時に持ち出したビデオカメラ等の家財（自宅外家財）に生じた損害を補償します。

自宅外家財（6つの補償）特約

●船舶、航空機、自動車、バイク、原動機付自転車、自転車、サーフボード、ラジコン　●パソコン、携帯電話等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
●眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯または義肢　●動物および植物等の生物　
●通貨、小切手、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等（注）
●証書（運転免許証、パスポートを含みます。）、帳簿、稿本、設計書、図案、プログラム、データ　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　等
　（注）通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等に、盗難による損害が生じた場合は、保険の対象として取り扱います。

自宅外家財 保険の対象は、建物が所在する敷地の外（ただし、日本国内に限ります。）に所在する記名被保険者、生計を共にする
親族または同居の親族が所有する家財となります。ただし、以下の家財は保険の対象に含まれません。

※家財明記物件特約をセットしない場合の保険の対象については3ページを参照ください。

家財明記物件 保険の対象は、建物敷地内に収容される貴金属、宝石および美術品のうち保険申込書に明記したものとなり
ます。ただし、家財明記物件全体で再調達価額1,000万円が限度となります。

「6つの補償プラン［自宅外家財（6つの補償）特約の場合］」または「4つの補償＋破損汚損プラン［自宅外家財（4つの補償＋破損汚損）特約
の場合］」の「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、自宅外家財に損害が生じた場合、1回の事故につき、自宅外家財
保険金額を限度に損害の額から免責金額（注）を差し引いた額を自宅外家財保険金としてお支払いします。ただし、通貨、小切手、印紙、切手、
乗車券等の盗難は10万円、預貯金証書の盗難は100万円、貴金属等については1個または1組について100万円を損害の額の上限とします。

自宅外家財
保険金

保険金をお支払いしない主な場合
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです（6ページ参照）。

保険申込書に明記された建物敷地内に所在する大型の車庫等（屋外明記物件）に生じた損害を補償します。

屋外明記物件特約
すべての契約にセットできます。

①物置、車庫その他の付属建物で延床面積が66m2以上のもの   ②物干、遊具、井戸、側溝、敷石その他の建物に定着していない屋外設備
※屋外明記物件特約をセットしない場合の保険の対象については3ページを参照ください。

屋外明記物件 保険の対象は、建物敷地内に設置される次に掲げる特定の屋外設備等のうち保険申込書に明記したものとなります。

保険金をお支払いする主な場合
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、保険の対象とした屋外明記物件に損害が生じた場合に、
損害の額から免責金額（注）を差し引いた額について、1回の事故につき、屋外明記物件保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。

（注）屋外明記物件の免責金額は、建物の免責金額と同額です。

損害保険金

保険金をお支払いする主な場合
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、保険の対象とした家財明記物件に損害が生じた場合に、損害
の額から免責金額（注1）を差し引いた額について、1回の事故につき、家財明記物件保険金額を限度（注2）に損害保険金をお支払いします。

（注1）家財明記物件の免責金額は、家財の免責金額と同額です。
（注2）「盗難」または「破損、汚損等」が、契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当し、それらにより損害が生じた場

合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。

損害保険金

補償内容が同様の保険契約（火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、補償が重複
することがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

建物や家財の補償をもっと充実させるために

居住用建物電気的・機械的事故特約の対象となる機械設備の例

●マンション

（注1）保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
（注2）業務用等をいいます。

建物付属機械設備に、電気的・機械的事故（故障）による損害が生じた場合に、損害の額（注1）から免責金額（注2）を差し引いた額について、1回の事故に
つき、建物保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。

（注1）屋外設備（屋外明記物件として保険申込書に明記した屋外設備を含みます。）に生じた電気的・機械的事故については、損害の額が1回の事故に
つき、敷地内一括で100万円を超える場合、損害の額を100万円とみなします。

（注2）居住用建物電気的・機械的事故特約の免責金額は、建物の免責金額と同額です。

保険金をお支払いする主な場合
損害保険金

給湯設備や床暖房等の建物付属機械設備の電気的・機械的事故（故障）による損害を補償します。

居住用建物電気的・機械的事故特約
・「6つの補償プラン」または「4つの補償＋破損汚損プラン」の場合にセットできます。
・保険期間の中途ではセットできません。

保険金をお支払いしない主な場合
■保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、剝がれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害
■保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害
■製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任（注1）を負うべき事故
■不当な修理や改造によって生じた事故
■消耗部品および付属部品の交換
■一般家庭用以外（注2）に使用している間に生じた事故
■その他、契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合①②」に該当する損害と同じです。ただし、「●電気的・機械的事故（故障）によって生じた

損害」は除きます（6ページ参照）。　　　　　　　　　 　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  等

●一戸建て

照明設備

アンテナ設備

太陽光発電機

浴室乾燥機

エネファーム

空調設備
（ビルトインタイプ）

トイレ
（温水洗浄便座）

盗難防止装置
警報装置等

食器洗浄機
（ビルトインタイプ）

エアコンの室外機

床暖房

火災報知設備

エアコン

ガス設備（給湯器等）

分電盤

電動シャッター

IHクッキングヒーター
（ビルトインタイプ）

オーブンレンジ
（ビルトインタイプ）

空調設備
（ビルトインタイプ）

換気扇

スイッチ

エアコン

照明設備

ドアホン

自動温度調節装置
（サーモスタット）

コンセント

エアコンの室外機

食器洗浄機
（ビルトインタイプ）

浴室乾燥機

分電盤

ガス設備（給湯器等）

換気設備
（レンジフード）

ディスポーザ

IHクッキングヒーター
（ビルトインタイプ）

オーブンレンジ
（ビルトインタイプ）

床暖房

トイレ
（温水洗浄便座）

建物や家財の補償をもっと充実させるために

・家財を保険の対象に含む「6つの補償プラン」の場合にセットできます。
・受託物賠償特約（保険金額100万円）をセットした契約については、保険期間の中途ではセットできません。

・家財を保険の対象に含む「4つの補償＋破損汚損プラン」の場合にセットできます。
・受託物賠償特約（保険金額100万円）をセットした契約については、保険期間の中途ではセットできません。

補償内容が同様の保険契約（火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、補償が重複すること
があります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

（例）旅行中にカメラを
誤って落としてこ
わしてしまった。

（例）路上でひったく
りにあい現金な
どを盗まれた。

（例）火災で別荘の家財が
焼失した。（消防活動
による水ぬれも補償）

（例）仕送りをしている一人暮らしの
大学生の息子の家が空き巣に
あい、通帳などが盗まれた。

（注）自宅外家財特約の免責金額は、家財の免責金額と同額です。「風災・雹災・雪災支払条件変更（20万円以上事故補償）特約」
をセットしている場合でも、自宅外家財特約には適用しません。
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